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吸収合併制度の導入を含むタイ民商法の改正等 
 
 

お客様各位 

タイ民商法の改正法が11月8日付で官報（Government Gazette）に掲載され、官報掲載日の翌日から90日経過

後の2023年2月7日から施行されることになりました。この改正法の注目点は、(1)非公開会社の最低株主数が3名から2

名になったこと、および(2)新設合併制度に加え、新たに吸収合併制度が設けられたことです。 

また、昨年12月16日に施行されたタイ取引競争委員会（Trade Competition Commission of Thailand）から

公布された中小企業に対する支払期限を定めたガイドラインについて、2022年9月16日から「中小企業」の定義が変更さ

れて運用されていますので、その内容についても以下でお知らせします。 

 

1.1 主な民商法の改正 
 

 2023年 2月 7日から施行されるタイ民商法の主な改正は以下のとおりです。 

項目 現行法 改正法（2023 年 2月７日～） 

非公開会社の最低株主数 ３名以上 

(1097条、1099 条、1237条) 

2名以上 

(1097条、1099 条、1237条) 

会社の株券 少なくとも１人の取締役の署名 

(1128 条) 

少なくとも 1 人の取締役の署名＋社印の

押印 (1128条) 

電子的方法による取締役

会の開催 

電子的方法による取締役会の開催可

(Emergency Decree on Electronic 

Meetings B.E. 2563) 

電子的方法による取締役会の開催可 

(1162/1 条) 

※勅令ではなく民商法にて定められた 



株主総会の招集通知 株主総会開催日の中 7日前(特別決議

を要する議題を含む場合は中 14日前)

までに配達記録付き郵便で各株主に送

付＋新聞公告 

(1175 条) 

株主総会開催日の中７日前(特別決議

を要する議題を含む場合は中 14 日前)ま

でに配達記録付き郵便で各株主に送付 

(1175 条) 

※無記名式株券を発行している会社を除

き新聞公告が不要となったが、付属定款に

新聞公告を定めている場合には付属定款

の変更が必要 

株主総会の定足数 会社の資本金の 1/4以上に相当する株

式を保有する株主の出席 

(1178 条) 

会社の資本金の 1/4 以上に相当する株

式を保有する株主の出席、かつ、2名以上

の株主の出席 (1178 条) 

※会議体には 2 名以上の出席が必要とい

う過去の最高裁の判決内容が民商法に反

映された 

吸収合併制度の創設 新設合併のみ可 

(1238 条-1243 条) 

新設合併と吸収合併のいずれも可 

(1238 条-1243 条) 

※詳細は下記 1.2 参照 

合併に反対する株主の株式

買取制度の創設 

規定なし 株主総会での特別決議により会社の合併

が承認された場合、会社は合併に反対票

を投じた株主に対して合意価格または第

三者評価価格による株式の買取を打診し

なければならない (1239/1 条) 

合併の債権者保護期間 

(異議申立期間) 

債権者への合併の通知日から 60日 

(1240 条) 

債権者への合併の通知日から 1 ヶ月 

(1240 条) 

 

1.2 吸収合併制度の創設 

これまでタイ国内での会社の合併は新設合併制度のみとされていましたが、今回のタイ民商法の改正により、日本での

M&A や組織再編の際に一般的に用いられている吸収合併制度が新たに導入されました。これまでタイ国内の複数の会社

を 1社に統合する方法としては、新設合併か全部事業譲渡の二択でしたが、吸収合併制度の導入により、タイ国内のグ

ループ会社の統合などの組織再編において企業により利便性の高い選択肢が増えることになります。従来の新設合併制度

(今後も引き続き利用可)と新たに設けられた吸収合併制度の主な比較は、以下のとおりです。 

項目 新設合併 吸収合併 



取引概要 

 

 

 

  

社名変更の必要性 統合会社(新会社)の社名は、A社および B

社以外の社名を用いる必要あり 

統合会社(B社)の社名は、B 社のまま 

従業員の承継 統合会社(新会社)へ従業員を移管するた

めには、A 社と B 社の各従業員から個別に

転籍の同意を取り付ける必要あり 

※2社分の手続きが必要 

統合会社(B社)へ従業員を移管するために

は、A社の各従業員から個別に転籍の同意

を取り付ける必要あり 

※1社分の手続きのみ 

契約の承継 A 社と B 社の顧客やサプライヤーとの契約

は、自動的に新会社に承継される 

A 社の顧客やサプライヤーとの契約は、自動

的に B社に承継される 

ライセンスの承継 ライセンスによって新会社に自動的に承継さ

れるもの、そうでないものがあるが、A 社と B

社の２社分のライセンス移管手続きが必要 

ライセンスによって B 社に自動的に承継され

るもの、そうでないものがあるが、A 社の１社

分のライセンス移管手続きのみ必要 

 

現行のタイ歳入法では、被合併法人（新設合併の場合は A社と B社、吸収合併の場合は A社）の資産・負債・純

資産が合併法人（新設合併の場合は新会社、吸収合併の場合は B社）に簿価で承継されることになり、合併に際し

て課税は生じないことになります。 

2. 中小企業に対する支払期限を定めたガイドラインの「中小企業」の定義変更 

昨年、中小企業に対する支払期限を定めたガイドラインがタイ取引競争委員会から公布され、2021 年 12月 16日から

施行されていますが、2022 年 9月 16日から「中小企業」の定義が以下のとおり変更されました。そのため、2022年 9

月 16日以降は、従業員数と売上高の基準の両方を満たす中小企業のみに支払期限が適用されます。 

項目 改正前 改正後（2022 年 9月 16日～） 



適用対象となる中小企

業の範囲 

• 従業員数 200 人以下又は年間売上高 

5 億バーツ以下の製造業者 

• 従業員数 100 人以下又は年間売上高 

3億バーツ以下のサービス業・販売業者 

• 従業員数 200 人以下かつ年間売上高 

5 億バーツ以下の製造業者 

• 従業員数 100 人以下かつ年間売上高 

3億バーツ以下のサービス業・販売業者 

支払期限 • 農産物の売買取引(食品加工を除く)：30日以内 

• 上記以外の取引：45日以内 

罰則 年間売上高の 10％以内の罰金 

 

KPMGのコメント 

今回のタイ民商法の改正は、2023 年 2月 7日以降、非公開会社の最低株主数が 3名から 2名となることで、例えば

タイのローカルパートナーとの合弁事業において当事者となる株主のみで会社の設立が可能となるなど、タイへの投資に際し

て利便性が高まる改正といえます。また、これまでタイ国内の合併は新設合併のみが認められていましたが、新設合併の場

合、合併にともなって新たに法人が設立されることから、新会社への従業員やライセンスの承継に際して少なくとも 2社分の

手続きが必要で、実務上その煩雑性から利用されるケースがあまり多くありませんでした。今回の改正で吸収合併制度が導

入されたことにより、タイ国内の複数の会社を 1社に統合する方法として、新設合併および全部事業譲渡に代わる選択肢

となり、今後タイ国内の M&A や組織再編の利便性が高まることが想定されます。 

ご不明な点等ございましたら、以下の担当者にご連絡ください。 
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